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6５フランスにおけるくassociation〉とくpouvoir〉（一）（高作正博）

目
次は
じ
め
に

ｌ
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
結
社
の
位
置
ｌ
二
極
鑿
モ
デ
ル
か
ら
三
分
構
造
モ
デ
ル
ヘ
ー

２
議
論
の
対
象

３
議
論
の
制
約
ｌ
法
規
定
の
不
存
在
と
判
決
の
過
少
’

一
〈
Ｐ
ｍ
ｍ
ｏ
Ｃ
Ｂ
盆
。
。
〉
の
自
由

１
結
社
制
度

２
結
社
の
自
由
の
内
容

３
結
社
の
自
由
と
懲
戒
権

二
〈
四
ｍ
⑪
。
。
旨
は
。
ご
〉
の
〈
己
○
巨
ご
Ｃ
弓
〉

１
司
法
統
制
の
範
囲
（
以
上
本
号
）

２
取
消
訴
訟

３
賠
償
訴
訟 フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
〈
Ｐ
⑰
の
Ｃ
ｓ
昌
自
〉
と
〈
ロ
自
昌
・
弓
〉
Ｈ

高
作
正
博
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本
稿
で
は
、
結
社
の
懲
戒
権
に
対
す
る
裁
判
所
の
統
制
手
法
と
そ
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、
結
社
と

構
成
員
と
の
関
係
に
国
家
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
に
関
す
る
「
フ
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
」
の
ご
と
き
も
の
が

あ
る
程
度
姿
を
見
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
部
分
社
会
論
や
人
権
の
私
人
間
効
力
論
を
検
討
す
る
際

の
別
の
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
も
、
比
較
法
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
検
討
を
進
め
る
に
際
し
、
ま

ず
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
結
社
の
位
置
、
本
稿
で
対
象
と
さ
れ
る
結
社
の
意
義
、
さ
ら
に
、
議
論
を
制
約
す
る
諸
要
因
に
つ
い
て

ず
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
Ｌ

簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

な
お
、
表
題
を
「
〈
口
⑪
ｍ
Ｃ
ｏ
旨
：
。
〉
と
〈
己
・
亘
・
】
『
〉
」
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
若
干
説
明
を
し
て
お
く
。
本
稿
が
結
社
の
懲
戒
権

を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
、
「
〈
儲
の
。
○
】
ｇ
】
・
ロ
〉
の
〈
己
○
目
・
』
Ｈ
〉
」
あ
る
い
は
「
結
社
の
懲
戒
権
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
か

は
じ
め
に

お
わ
り
に

４
一
九
七
一
年
以
降
の
判
例
傾
向

一
一
一
分
析
視
角
と
し
て
の
〈
己
○
皀
曰
『
〉

１
「
権
力
」
分
立
の
視
点
１
Ａ
ヌ
ス
ト
ル
の
「
並
行
的
評
繊
」
論
Ｉ

２
懲
戒
「
塗
の
視
点
ｌ
権
利
幟
分
権
二
分
論
Ｉ

３
国
家
「
繼
力
」
に
よ
る
自
由
の
視
点
－
－
多
元
主
義
論
Ｉ



フランスにおけるくassociation〉とくpouvoir〉（一）（高作正博）6７

「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
結
社
の
位
邇
－
１
二
極
樹
遣
モ
デ
ル
か
ら
一
一
一
分
構
造
モ
デ
ル
ヘ
ー

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
革
命
期
に
中
間
団
体
否
認
の
思
想
が
背
景
と
な
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
中
間
団
体
が
法
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
っ

た
。
そ
の
際
に
敵
視
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
職
業
組
合
的
な
も
の
か
ら
宗
教
団
体
、
大
学
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
含
む
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
樋
口
陽
一
教
授
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
結
社
を
解
体
し
て

ゆ
く
こ
と
こ
そ
が
市
民
革
命
の
課
題
と
し
て
追
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
結
社
の
禁
止
と
い
う
段
階
を
通
過
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
、
の
ち
に
近
代
立
憲
主
義
の
確
立
期
に
、
自
由
な
諸
個
人
の
結
合
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
の
結
社
の
自
由
の
保
障

（
１
）

が
、
日
程
に
の
ぼ
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
」
。
主
権
に
よ
る
一
一
極
榊
造
モ
デ
ル
の
確
立
で
あ
る
。

第
三
共
和
制
と
い
う
近
代
立
憲
主
義
の
確
立
期
に
な
っ
て
、
結
社
の
自
由
は
よ
う
や
く
法
的
に
承
認
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
れ
が
「
結

社
契
約
に
関
す
る
一
九
○
一
年
七
月
一
日
の
法
律
」
で
あ
る
。
Ｊ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
律
自
体
は
、
公
と
私
の
二
極

櫛
造
モ
デ
ル
を
修
正
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
公
と
私
の
中
間
的
な
領
域
、
即
ち
結
社
領
域
の
自
律
性
を
主
張
す
る
「
結
社
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
」
の
出
現
が
、
社
会
構
造
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
社
会
櫛
造
の
変
化
は
、
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル

で
確
認
さ
れ
う
る
。
第
一
に
、
「
一
般
利
益
は
、
も
は
や
議
員
や
公
務
員
の
指
導
者
か
ら
強
化
さ
れ
て
由
来
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
て

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
本
稿
は
、
〈
ｍ
ｍ
ｍ
ｏ
Ｄ
旨
丘
○
口
〉
の
〈
己
。
■
ご
・
）
『
〉
を
検
討
す
る
に

際
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
正
に
〈
巳
・
亘
・
弓
〉
の
視
点
か
ら
一
定
の
示
唆
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視

点
を
考
慮
す
る
と
き
、
〈
Ｐ
ｍ
ｍ
Ｃ
ａ
ｇ
】
・
ロ
〉
と
〈
ロ
。
■
ご
◎
弓
〉
と
の
関
連
は
、
複
雑
な
側
面
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
〈
四
⑪
、
○
ｓ

目
】
。
ご
〉
の
語
に
つ
い
て
は
、
元
来
、
「
非
営
利
社
団
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
「
結
社
」
と
表
記
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と

を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
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以
上
の
よ
う
に
結
社
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
今
度
は
議
論
の
対
象
を
明
確
に
し
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
団
体
内

部
の
紛
争
に
関
す
る
判
例
理
論
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
一
方
で
で
き
る
だ
け
多
く
の
団
体
を
視
野
に
入
れ
る
と
い
う
要
請
と
、
他
方

で
統
一
さ
れ
た
理
論
が
形
成
さ
れ
得
る
範
囲
の
団
体
に
限
定
す
べ
き
と
い
う
要
請
と
が
働
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
よ

う
な
限
定
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
一
に
、
営
利
社
団
（
⑩
Ｃ
Ｏ
芯
芯
⑪
）
を
対
象
か
ら
外
し
、
非
営
利
社
団
（
Ｐ
⑩
、
。
●
国
威
・
己
）
に
限
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
は
、
法
的
取

扱
い
の
変
化
に
関
す
る
両
者
の
違
い
、
な
い
し
、
営
利
追
求
と
い
う
目
的
が
裁
判
所
の
統
制
に
与
え
る
影
響
の
回
避
を
意
識
し
た
も
の

お
ら
ず
、
社
会
的
要
求
間
の
仲
裁
の
結
果
と
し
て
現
れ
る
。
一
般
利
益
の
基
礎
に
、
必
然
的
に
、
構
成
員
の
個
別
的
、
断
片
的
、
競
合

的
利
益
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
第
二
に
、
公
的
領
域
と
私
的
領
域
の
「
社
会
的
活
動
の
総
体
を
規
律
す
る
、
交
差
的
か
つ
共
通

の
価
値
が
存
在
す
る
。
行
政
は
、
例
え
ば
私
企
業
と
同
様
に
、
効
率
と
利
益
の
要
請
に
従
う
」
。
第
三
に
、
「
公
と
私
と
の
境
界
は
、
も

は
や
水
も
漏
ら
さ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
浸
透
性
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
浸
透
性
は
、
も
は
や
例
外
的
な
も
の
で
は
な
い
」
。
こ

の
よ
う
な
二
極
構
造
の
図
式
の
段
階
的
消
滅
と
い
う
状
況
の
下
で
、
一
般
利
益
と
も
個
別
利
益
と
も
異
な
る
団
体
利
益
の
固
有
性
、
お

（
２
）

よ
び
こ
れ
を
防
御
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
中
間
領
域
の
自
律
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
。

第
二
に
、
本
稿
の
対
象
は
、
原
則
と
し
て
一
九
○
一
年
法
の
適
用
を
受
け
る
非
営
利
社
団
に
限
定
す
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
一
九
○
一
年
法
制
定
以
前
に
設
立
を
認
め
ら
れ
て
い
た
職
業
組
合
を
も
含
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
に
、
以
上
の
限
定
を
ク
リ
ヤ
ー
し
た
団
体
で
あ
っ
て
も
、
中
に
は
、
組
織
の
性
質
が
私
的
で
あ
る
の
に
判
例
法
上
行
政
機
関
で

２
醗
論
の
対
象
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第
一
の
理
由
は
、
純
粋
に
心
理
的
な
説
明
で
あ
る
。
結
社
の
構
成
員
は
た
と
え
そ
の
執
行
部
と
の
間
で
紛
争
が
生
じ
た
と
し
て
も
、

そ
の
種
の
紛
争
が
法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
と
い
う
意
識
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
構
成
員
は
、

（
４
）

第
一
に
、
法
規
定
の
不
存
在
で
あ
る
。
結
社
と
そ
の
構
成
国
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
立
法
者
が
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
が
、
司
法
統
制
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
即
ち
、
立
法
者
の
無
関
心
の
た
め
に
、
懲
戒
権
限
の
性
質
や
限
界
は
、

裁
判
官
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
統
制
の
及
ぼ
し
方
に
つ
い
て
も
、
裁
判

官
は
独
自
の
判
断
で
訴
訟
を
解
決
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
麺
・

第
一
一
に
、
判
決
の
過
少
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
過
少
が
ど
の
よ
う
に
し
て
説
明
さ
れ
る
の
か
が
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
構
成
員
の
協
調
や
幹
部
に
よ
る
法
の
遵
守
の
可
能
性
を
認
め
つ
つ
も
、
次
の
二
つ
の
理
由
を
挙
げ

（
６
）

て
い
う
◎
。

お
き
た
い
。

あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
や
、
組
織
の
性
質
自
体
は
私
的
な
も
の
で
あ
る
が
そ
の
行
為
の
性
格
が
行
政
行
為
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も

（
３
）

の
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
団
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
活
動
・
処
分
に
つ
い
て
は
行
政
庁
の
監
督
が
及
び
、
紛
争
が
生
じ
た
場
ム
ロ
に
も

司
法
裁
判
所
で
は
な
く
行
政
裁
判
所
あ
る
い
は
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
タ
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
。
公
的
な
性
格
の
有
無
に
よ
っ
て
統
一
的

な
理
論
の
究
明
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
さ
け
る
た
め
、
こ
こ
で
も
一
定
の
限
定
が
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は

司
法
裁
判
所
の
対
象
と
さ
れ
る
団
体
に
限
定
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
紛
争
は
考
察
の
対
象
か
ら
は
除
か
れ
る
。

３
鱗
轤
の
制
約
－
－
法
規
定
の
不
存
在
と
判
決
の
過
少
ｌ

結
社
の
懲
戒
権
に
対
す
る
司
法
裁
判
所
の
判
例
を
検
討
す
る
に
際
し
、
多
少
な
り
と
も
そ
れ
を
制
約
す
る
要
因
に
つ
い
て
指
摘
し
て
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ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

裁
判
所
に
で
は
な
く
他
の
構
成
員
に
対
し
て
、
自
ら
の
利
益
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
。

第
二
の
理
由
は
、
心
理
的
か
つ
実
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
団
体
か
ら
不
正
に
排
斥
さ
れ
た
構
成
員
の
例
を
取
り
上
げ
る
な

ら
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
そ
の
判
断
に
よ
っ
て
彼
の
権
利
が
承
認
さ
れ
、
道
徳
的
な
報
復
を
も
果
た
す
と
い
う
満
足
を

与
え
る
だ
け
で
な
く
、
結
社
へ
の
地
位
の
回
復
を
命
じ
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
、
復
職
し
た
構
成
員

は
同
僚
の
敵
意
と
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
り
、
隔
離
（
目
、
の
①
ロ
昌
日
：
曾
冒
の
）
さ
れ
た
り
、
ま
た
そ
の
意
見
が
故
意
に
無
視
さ
れ
た

り
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、
裁
判
官
も
精
神
的
満
足
し
か
認
め
な
い
。
そ
う
い
う
考
え
方
が
一
般
に
広
ま
っ
て
い

（
７
）

る
た
め
に
、
訴
訟
が
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
い
と
い
う
状
況
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
研
究
に
際
し
て
は
、
職
業
組
合
に
関
す
る
判
例
、
及
び
一
九
○
一
年
法
制
定
以
前
の
判
例
を
も
必
要
に
応
じ
て
考
慮
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
麺
。
前
者
の
職
業
組
合
は
、
も
と
も
と
非
営
利
社
団
（
口
⑩
⑪
ｏ
ａ
ｇ
】
・
■
）
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
た
だ
個
別
立
法
が

存
在
す
る
た
め
、
一
般
的
に
一
九
○
一
年
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
の
団
体
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
含
め
て
も
問
題
は

な
く
、
後
者
の
一
九
○
一
年
法
制
定
以
前
の
判
例
に
つ
い
て
も
、
事
実
上
こ
の
法
律
が
団
体
と
構
成
員
間
の
問
題
に
つ
い
て
規
律
し
て

お
ら
ず
、
判
例
も
修
正
を
迫
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
研
究
の
対
象
に
含
め
て
も
問
題
は
な
い
。

結
社
の
懲
戒
権
を
検
討
す
る
に
際
し
、
結
社
の
自
由
に
関
す
る
簡
単
な
説
明
を
試
み
た
後
で
、
結
社
の
自
由
の
具
体
的
な
内
容
を
明

〈
、
閉
ｏ
ｐ
－
ｇ
－
ｏ
．
〉
の
自
由
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一
九
○
一
年
七
月
一
日
法
は
、
「
結
社
の
自
由
」
の
保
障
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
定
め
を
置
い
て
い
る
。

（
１
）
結
成
の
自
由
結
社
の
結
成
に
つ
い
て
は
、
一
九
○
一
年
法
は
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
定
義
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
①

無
届
出
非
営
利
社
団
（
Ｐ
い
め
。
：
威
○
ロ
ロ
。
ご
息
・
］
閏
の
①
）
“
②
届
出
非
営
利
社
団
（
ｍ
ｍ
ｍ
ｏ
Ｑ
自
。
ご
忌
○
］
閂
の
①
）
“
③
公
益
性
承
認
非
営

利
社
団
（
②
い
い
。
●
旨
丘
・
ロ
『
の
８
目
已
の
』
ご
己
』
誌
自
ワ
｝
昌
巨
の
）
で
あ
る
。

①
無
届
出
非
営
利
社
団
非
営
利
社
団
は
、
不
法
、
法
律
も
し
く
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
原
因
ま
た
は
目
的
に
基
づ
い
て
設

立
さ
れ
、
あ
る
い
は
国
土
の
保
全
と
政
府
の
共
和
主
義
的
形
態
を
侵
害
す
る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
事
前
の
許
可
も
届
出
も
な
く
、
自

由
に
結
成
さ
れ
る
（
二
・
三
条
－
，
←

従
っ
て
、
一
九
○
一
年
法
は
、
結
社
を
結
成
す
る
自
由
を
正
式
に
認
め
た
法
律
と
し
て
そ
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

（
Ⅲ
）

し
、
こ
の
無
届
出
非
営
利
社
団
は
法
的
能
力
を
有
さ
ず
（
一
一
条
）
、
法
人
格
を
も
た
な
い
団
体
と
さ
れ
て
い
る
。

②
届
出
非
営
利
社
団
非
営
利
社
団
は
、
一
九
○
一
年
法
五
条
に
定
め
ら
れ
る
届
出
を
為
す
こ
と
に
よ
り
、
法
人
格
を
取
得
す

る
。
即
ち
、
非
営
利
社
団
は
、
主
た
る
事
務
所
の
存
す
る
県
の
知
事
あ
る
い
は
郡
の
副
知
事
に
対
し
、
結
社
の
名
称
・
目
的
、
事
務
所

所
在
地
、
管
理
者
・
指
導
者
の
氏
名
・
職
業
・
住
所
を
届
け
出
麺
・
届
出
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
自
由
原
理
は
後
退
す
る
が
、

実
際
に
は
行
政
当
局
に
よ
り
自
動
的
に
記
録
さ
れ
る
に
止
ま
る
た
め
、
そ
の
法
人
格
の
取
得
は
全
く
自
由
で
あ
る
と
い
え
麺
。
し
か
し
、

（
犯
）

後
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
法
的
能
力
は
か
な
り
制
限
さ
れ
て
い
る
。

③
公
益
性
承
認
非
営
利
社
団
一
九
○
一
年
法
一
○
条
は
、
非
営
利
社
団
に
対
し
公
益
性
の
承
認
を
与
え
る
場
合
を
定
め
て
い

る
。
即
ち
、
非
営
利
社
団
は
公
行
政
規
則
（
『
の
函
一
の
曰
の
昌
旦
．
且
日
目
め
す
ｇ
】
。
ｐ
己
巨
ご
員
巨
の
）
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
命
令
に
よ
っ
て
、

（
Ⅵ
）

公
益
性
を
承
詞
吟
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
公
益
性
の
承
認
は
、
公
権
力
に
よ
る
管
理
統
制
を
前
提
と
し
て
お
り
、
非
営
利
社
団
に
対

１
結
社
制
度
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し
、
国
、
県
、
市
町
村
か
ら
の
補
助
金
や
、
個
人
か
ら
の
贈
与
お
よ
び
遺
贈
を
受
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
瀝
、
そ
の
承
認
は
公

（
胆
）

権
力
に
よ
る
裁
量
的
評
価
に
従
う
も
の
で
あ
る
た
め
自
由
は
消
滅
し
て
い
る
と
い
這
え
る
。

（
２
）
結
社
の
能
力
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
の
べ
た
結
社
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
説
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
非
営
利
社
団
は
、
そ
の
法
人
格
の
有
無
と
権
利
能
力
の
程
度
の
差
に
よ
り
区
別
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

①
無
届
出
非
営
利
社
団
非
営
利
社
団
は
、
法
律
上
の
能
力
も
法
人
格
も
有
し
な
い
こ
と
の
結
果
、
訴
訟
は
構
成
員
全
員
の
名

で
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
社
団
は
固
有
の
財
産
を
も
た
な
い
、
自
己
の
名
で
動
産
・
不
動
産
を
有
償
無
償
で
取
得
で
き
な
い
、
等

（
〃
）

の
法
的
効
果
を
伴
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
届
出
の
な
い
社
団
を
認
め
る
以
上
は
、
こ
れ
ら
に
存
在
の
た
め
の
物
質
的
手
段
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
す

る
見
解
が
と
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
た
め
、
社
員
の
分
担
金
の
徴
収
、
定
款
違
反
の
場
合
の
社
員
の
違
約
金
の
支
払
請
求
、
出
資
の
受
領

（
旧
）

を
適
法
に
行
い
得
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

②
届
出
非
営
利
社
団
一
九
○
一
年
法
六
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
、
こ
の
非
営
利
社
団
の
法
的
能
力
を
制
限
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
「
す
べ
て
適
法
な
届
出
非
営
利
社
団
は
、
一
切
の
特
別
な
許
可
な
く
し
て
裁
判
に
出
廷
し
、
有
償
で
取
引
を
な
し
、
国
、

県
お
よ
び
市
町
村
の
補
助
金
以
外
に
［
以
下
の
も
の
を
］
所
有
し
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
構
成
員
の
会
費
や
集
会
場
所
、

（
旧
）

非
営
利
社
団
の
目
的
達
成
に
必
要
な
施
設
な
ど
を
限
定
的
に
列
挙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
以

て
、
届
出
非
営
利
社
団
に
《
ど
の
爵
：
鳥
・
目
働
］
巖
》
（
競
い
は
、
〈
冨
葺
：
：
。
…
］
愚
・
量
の
〉
、
〈
葛
“
・
自
巴
】
芯
・
量
の

息
の
：
旨
の
》
一
醍
い
う
性
格
を
与
え
た
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

本
条
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
法
的
能
力
の
制
限
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
判
例
お
よ
び
行
政
府
に
よ
る
自
由
主
義
的
な
解
釈
に
よ
り
綴

和
さ
れ
て
い
つ
極
。
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③
公
益
性
承
認
非
営
利
社
団
公
益
性
の
承
認
を
受
け
た
非
営
利
社
団
は
、
定
款
の
禁
止
し
て
い
る
行
為
の
ほ
か
は
、
契
約
そ

（
認
）

の
他
の
私
法
的
行
為
を
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
一
一
条
）
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
と
ら
え
て
、
モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
公
益
性
承
認

非
営
利
社
団
が
〈
曾
自
」
の
己
；
・
ロ
ロ
巳
蔚
》
を
有
す
る
も
の
と
し
て
い
蕊
。
こ
れ
は
先
の
〈
己
の
葺
の
己
の
扇
。
自
己
愚
》
に
対
応
す
る

２
結
社
の
自
由
の
内
容

「
結
社
の
自
由
」
は
、
具
体
的
に
は
結
社
の
結
成
に
つ
い
て
の
自
由
、
お
よ
び
結
社
の
活
動
の
保
障
と
し
て
現
行
法
上
実
現
さ
れ
て

い
る
。
従
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
制
度
上
は
、
「
結
社
の
自
由
」
と
は
、
結
社
を
結
成
す
る
と
い
う
個
人
の
自
由
、
及
び
結
成
さ
れ
た

結
社
自
体
の
活
動
と
い
う
団
体
の
自
由
の
両
者
を
含
む
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
結
社
の
同
一
性
の
保
障
で
あ
る
。
モ
ラ
ン
ジ
ュ
に
よ
れ
ば
、
結
社
の
同
一
性
の
保
障
に
は
、
①
創
設
者
の
規

く
あ
）

約
作
成
の
自
由
、
②
名
称
の
権
利
、
③
懲
戒
権
、
④
結
社
の
存
在
理
由
の
保
護
を
含
む
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
モ
ラ
ン
ジ
ュ
の
次
の
指

摘
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
民
主
制
に
お
い
て
は
、
画
一
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
モ
デ
ル
が
全
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
結
社
は
、

そ
れ
ぞ
れ
固
の
厨
○
冒
巳
】
芯
を
有
し
て
い
る
」
。
こ
の
固
有
の
己
の
Ｈ
ｍ
Ｃ
目
色
］
】
芯
の
取
得
は
、
「
法
が
、
結
社
に
そ
の
規
約
（
、
百
百
豚
）

（
訂
）

を
自
由
に
作
成
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
」
。
そ
の
意
味
で
、
自
由
な
規
約
の
作
成
は
、
結
社
が
そ
れ
ぞ
れ

の
個
性
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
以
外
の
名
称
、
懲
戒
権
、
存
在
理
由
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

も
の
で
」
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
非
営
利
社
団
に
対
し
て
も
、
若
干
の
制
限
は
付
さ
れ
て
い
る
（
’
七
・
二
条
一
霞
←
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（
１
）
懲
戒
権
の
性
質
こ
こ
で
い
う
懲
戒
権
（
己
○
三
・
月
曰
⑪
Ｑ
已
旨
田
村
の
）
は
、
モ
ラ
ン
ジ
ュ
が
、
ル
ガ
ル
と
ブ
レ
ッ
ト
・
ド
・

ラ
・
グ
レ
ッ
セ
イ
ユ
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
団
体
の
存
在
理
由
で
あ
る
と
こ
ろ
の
団
体
利
益
の
目
的
に

応
じ
た
行
動
を
強
制
す
る
た
め
、
特
定
の
制
裁
に
よ
っ
て
そ
の
構
成
員
に
行
為
規
範
を
課
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
的
権
限
」
と
定
義

（
麹
）

さ
れ
る
。
結
社
が
、
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
、
構
成
員
に
一
｛
正
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
為
す
こ
と
を
強
制
し
、
そ
れ
に
違
反
し
た

も
の
に
対
し
て
は
、
何
ら
か
の
制
裁
罰
を
科
す
権
限
を
懲
戒
権
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
懲
戒
権
の
性
質
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
二
つ
の
見
解
が
分
か
れ
て
い

葎
鈩
第
．
一
の
見
解
は
、
懲
戒
権
を
団
体
と
そ
の
構
成
員
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
契
約
に
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

懲
戒
権
の
性
質
は
、
契
約
者
の
一
方
が
他
方
の
契
約
者
と
同
意
し
て
自
分
の
下
に
留
保
し
て
お
く
、
「
個
人
主
義
的
か
つ
契
約
的
性
質

の
権
利
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
第
二
の
見
解
は
、
懲
戒
権
を
結
社
の
存
在
自
体
に
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
団
体
が
、
一
定

の
目
的
達
成
の
た
め
に
設
立
さ
れ
、
そ
の
目
的
も
適
法
な
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
団
体
が
そ
の
構
成
員
の
個
々
人
の
活
動
を
統

制
す
る
と
い
う
権
限
は
不
可
欠
の
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
故
、
懲
戒
権
の
性
質
は
、
そ
れ
が
団
体
の
利
益
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
か
ら
、

「
社
会
的
か
つ
非
個
人
主
義
的
」
性
質
の
権
利
と
さ
れ
蕊
。

こ
の
一
一
つ
の
う
ち
、
第
一
の
契
約
説
が
有
力
で
あ
り
、
判
例
も
く
り
返
し
そ
の
見
解
を
確
認
し
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
契
約

（
、
）

説
の
論
者
は
、
結
社
を
「
契
約
」
で
あ
る
と
明
確
に
規
定
し
た
一
九
○
一
年
法
一
条
の
文
二
戸
を
根
拠
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
第
二
の
制
度
説
を
妥
当
と
し
て
い
る
。
①
ま
ず
、
「
そ
の
権
限
が
、
契
約
に
基
づ
い
て
い

い
て
説
明
を
加
え
て
い
く
。

３
結
社
の
自
由
と
懲
戒
権

結
社
の
同
一
性
の
保
障
の
一
内
容
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
懲
戒
権
に
つ
い
て
、
以
下
で
は
、
そ
の
性
質
、
範
囲
、
限
界
、
保
有
者
に
つ
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よ
》
う
と
そ
う
で
な
か
ろ
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
人
的
団
体
に
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
②
ま
た
、
懲
戒
権
は
、
あ
く
ま
で
団
体
に

帰
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
契
約
を
締
結
し
た
個
人
に
は
帰
属
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
③
さ
ら
に
、
契
約
説
に
よ
れ
ば
、
規
約
が

（
型
）

そ
れ
を
規
定
し
て
い
な
い
場
谷
口
や
、
後
述
す
る
防
禦
権
を
規
定
し
て
い
な
い
場
合
に
、
懲
戒
権
行
使
の
条
件
に
関
し
、
妥
当
な
適
用
の

余
地
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
懲
戒
権
の
性
質
に
関
し
て
、
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
な
立
場
を
採
っ
た
。
即
ち
、
懲
戒
処
分
の
規
定
は
、
団
体
の
規

約
の
中
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
規
定
を
欠
い
て
い
る
場
合
で
も
団
体
側
の
懲
戒
権
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
、
不
文
条
項
（
ｏ
」
目
⑫
の
旨
や
］
旨
←
の
）
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
例
が
前
提
と
す
る

契
約
説
か
ら
も
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
蕊
。
ま
た
、
懲
戒
処
分
に
関
す
る
規
定
が
規
約
に
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
権
限
の
存
在
自
体
は

認
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
限
界
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
規
約
の
作
成
に
つ
い
て
は
、

立
法
は
法
律
の
遵
守
以
外
に
何
も
課
し
て
い
な
い
た
め
に
、
懲
戒
権
の
限
界
は
個
別
的
ケ
ー
ス
を
通
じ
て
裁
判
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て

（
２
）
懲
戒
権
の
範
囲
及
び
限
界
懲
戒
権
は
、
そ
の
私
的
団
体
内
部
で
行
使
さ
れ
る
と
い
う
性
格
か
ら
、
次
の
よ
う
に
対
象
・

懲
戒
処
分
の
種
類
に
つ
い
て
一
一
重
に
限
定
さ
れ
る
。

ま
ず
、
懲
戒
権
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
当
該
団
体
の
櫛
成
員
に
限
定
さ
れ
る
。
構
成
員
が
た
だ
櫛
成
員
た
る
資
格
を
有
す
る
限
り
、

（
汎
》

懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
懲
戒
処
分
は
、
構
成
員
が
そ
の
団
体
に
所
属
す
る
期
間
中
に
為
し
た

行
為
に
対
し
て
し
か
、
宣
言
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
帰
結
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
構
成
員
が
詐
欺
的
方
法
に
よ
り

事
実
を
隠
し
て
入
会
し
た
場
合
が
例
外
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
懲
戒
処
分
は
、
栂
成
員
の
加
入
以
前
の
行
為
に
基
づ
い
て
、
行
使
さ
れ

（
聾
）

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

い
っ
た
の
で
あ
る
。
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次
に
懲
戒
処
分
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
私
的
団
体
に
、
拘
禁
の
ご
と
き
刑
罰
に
よ
っ
て
個
人
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
懲
戒
権
の
行
使
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
鑓
責
、
戒
告
等
の
精
神
的
性
格

の
制
裁
、
あ
る
い
は
、
罰
金
と
い
う
金
銭
的
性
格
の
制
裁
、
団
体
か
ら
の
除
名
と
い
う
最
も
重
い
制
裁
等
に
限
ら
れ
る
で
あ
る
施
・

（
３
）
懲
戒
権
の
保
有
者
懲
戒
権
に
つ
い
て
、
法
や
公
序
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
団
体
の
自
律
性
に
任
せ
て
い
る
法
制

度
の
下
で
は
、
そ
の
懲
戒
権
の
保
有
者
、
及
び
そ
の
役
割
を
決
定
す
る
の
は
、
各
団
体
の
規
約
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
多
様
な

形
態
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
結
社
が
、
本
来
、
結
社
契
約
（
８
口
吋
日
皀
画
ｍ
ｍ
Ｃ
Ｃ
ｇ
』
目
）
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
構
成
員
全
員
が
参
加
す
る
形
態
に
お
い
て
、
懲
戒
権
の
行
使
が
決
定
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の

た
め
、
「
総
会
」
（
貯
め
の
曰
匡
か
●
ぬ
の
口
酔
四
一
の
）
が
適
任
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
も
「
執
行
部
」
（
団
員
の
目
）
、
「
委

員
会
」
（
○
・
目
誌
）
“
「
理
事
会
」
（
○
・
口
、
巴
］
』
》
且
日
目
印
す
ｇ
」
・
ロ
）
等
の
団
体
の
執
行
機
関
に
懲
戒
権
を
帰
属
さ
せ
る
も
の
も
あ
る
。

（
鋤
）

さ
ら
に
、
重
大
な
罰
則
は
総
会
に
、
比
較
的
軽
い
罰
則
は
執
行
機
関
に
任
せ
る
》
）
と
も
あ
る
。

た
だ
、
懲
戒
権
の
存
在
自
体
の
問
題
と
同
様
に
、
規
約
が
そ
の
保
持
者
に
つ
い
て
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
場
合
が
問
題
と
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
規
約
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
切
触
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
結
社
の
最
高
機
関
で
あ
る
総
会
の
権
限

と
し
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
規
約
が
結
社
と
構
成
員
と
の
間
で
生
じ
る
問
題
を
解
決
す
る
権
限
を
あ
る

機
関
に
付
与
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
権
限
が
懲
戒
権
を
も
含
む
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
る
掴
・
い
ず
れ
に
し
て
も
、
規
約

に
明
文
の
あ
る
場
合
、
そ
う
で
な
い
場
合
を
問
わ
ず
、
懲
戒
権
の
範
囲
・
種
類
、
保
有
者
が
確
定
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
そ
の
存
在
自
体

の
問
題
に
お
け
る
と
等
し
く
、
異
論
が
な
い
。
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古
く
か
ら
活
用
さ
れ
、
か
つ
現
在
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
制
度
と
し
て
、
「
排
斥
」
（
目
切
の
⑪
。
」
・
日
号
詫
）
が
あ
る
。
こ
の
「
排
斥
」

と
は
、
団
体
、
特
に
職
業
組
合
（
⑪
百
日
８
一
頁
・
烏
の
の
⑪
】
・
目
の
」
）
が
、
そ
れ
に
加
盟
し
て
い
な
い
個
人
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
対
立
し
て

い
る
個
人
を
企
業
の
よ
う
な
団
体
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
蕊
・
組
合
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
ほ
の
め

か
し
て
圧
力
を
加
え
、
組
合
と
意
見
を
異
に
す
る
労
働
者
を
解
雇
す
る
よ
う
使
用
者
に
要
求
す
る
こ
の
「
排
斥
」
は
、
特
に
一
九
世
紀

末
に
頻
繁
に
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
、
破
致
院
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
「
排
斥
」
の
違
法
性
を
認
め
た
。
「
刑
法
四
一
六
条
の
廃
止
以
来
、

職
業
組
合
が
暴
力
や
不
正
手
段
（
日
自
８
巨
弓
の
い
【
『
色
目
臣
｝
の
色
い
の
⑪
）
に
訴
え
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
櫛
成
員
の
同
意
に
従
っ
て
使
用
者

に
向
け
ら
れ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
の
威
嚇
は
、
そ
れ
が
、
職
業
上
の
利
益
（
旨
威
『
、
扇
官
。
届
の
の
⑪
】
・
目
の
］
、
）
の
防
禦
を
目
的
と
し
て
い
る
場

題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

１
司
法
統
制
の
範
囲

結
社
の
活
動
が
対
外
的
に
行
わ
れ
た
場
合
に
、
第
三
者
と
の
間
で
紛
争
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
普
通
法
（
号
・
芹

８
日
目
目
）
の
適
用
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
。
こ
こ
で
は
、
懲
戒
権
に
対
す
る
司
法
統
制
の
範
囲
如
何

と
い
う
こ
と
が
研
究
の
対
象
で
あ
る
た
め
、
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
結
社
と
そ
の
構
成
員
と
の
間
で
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
問

こ
こ
で
は
、
結
社
の
懲
戒
権
に
関
す
る
判
例
を
見
て
い
く
。
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況
は
、
独
特
な
も
の
に
映
る
で

あ
ろ
う
。
但
し
、
判
例
の
検
討
に
は
い
る
前
に
、
司
法
統
制
の
範
囲
に
つ
い
て
先
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

｜｜
〈
□
の
②
○
○
一
ｍ
壁
。
。
〉
の
く
つ
。
こ
く
○
一
「
〉
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合
に
は
合
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
労
働
者
が
結
社
を
脱
退
し
そ
こ
に
は
戻
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
彼
の
解
雇
を
使
用
者
に
強
要
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
違
法
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
そ
の
威
嚇
が
実
際
に
為
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
者
へ
の
権
利
侵
害
が
存

在
す
る
こ
と
と
な
り
、
職
業
組
合
は
解
雇
さ
れ
る
労
働
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
課
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
判
断
し
た
の
で

あ
麺
・
従
っ
て
、
こ
の
判
例
に
よ
り
、
労
働
組
合
は
た
だ
職
業
上
の
利
益
の
た
め
に
行
動
し
得
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
そ
の

反
面
、
団
体
に
対
し
個
人
の
権
利
を
尊
重
さ
せ
る
と
い
う
態
度
も
示
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
後
、
使
用
者
が
職
業
組
合
と
締
結
し
た
、
組
合
所
属
の
労
働
者
し
か
採
用
し
な
い
と
い
う
内
容
の
契
約
の
合
法
性
が
問

題
と
な
っ
た
事
件
に
つ
い
て
、
破
殴
院
は
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
即
ち
、
「
デ
ュ
エ
裁
判
所
が
判
断
し
た
よ
う
に
、
協
調
の
相
互

的
要
求
か
ら
、
ま
た
職
業
上
の
利
益
の
配
慮
か
ら
締
結
さ
れ
た
契
約
は
、
違
法
で
は
な
」
く
、
「
前
述
の
一
二
条
に
よ
っ
て
、
使
用
者

が
、
特
別
な
範
囲
に
お
い
て
し
か
労
働
者
を
採
用
し
な
い
と
い
う
義
務
を
負
い
、
ま
た
、
全
く
自
由
に
そ
の
従
業
員
を
選
ぶ
権
利
を
放

棄
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
放
棄
が
純
粋
に
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
か
つ
他
の
労
働
者
を
害
す
る
と
い
う
考
え
を
動
機
と
し
て
い
な
い

場
合
に
は
、
一
八
八
四
年
三
月
一
二
日
法
の
規
定
に
反
し
な
い
」
と
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
契
約
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
解
雇

も
「
使
用
者
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
精
神
上
の
圧
迫
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
集
団
契
約
（
８
口
弓
９
８
］
］
の
・
員
）
か
ら
生
じ
る
義
務
を

果
た
す
と
い
う
使
用
者
の
意
思
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
」
の
で
あ
れ
ば
違
法
行
為
と
は
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
麺
。
し
か
し
、
こ

（
⑫
）

の
契
約
は
、
公
序
（
｝
》
・
ａ
Ｈ
の
己
巨
匡
】
Ｃ
）
に
反
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
と
す
る
批
判
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
排
斥
」
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
司
法
統
制
は
、
結
社
と
そ
の
構
成
員
と
の
間
で
生
じ
た
紛
争
に
も
及
ぶ
と
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
さ
ら
に
ま
た
、
結
社
の
懲
戒
権
の
問
題
で
あ
れ
ば
、
全
て
司
法
統
制
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
く
る
の
か
が
問
題
と

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ざ
後

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
に
関
し
次
の
よ
う
な
判
例
が
あ
る
。
即
ち
、
団
体
の
構
成
員
に
対
し
て
、
そ
の
団
体
内
部
の
紛
争
の
裁
判
所
へ
の
出
訴
を
禁
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ヘヘヘ注
３２１
、￣、-－－－－

止
し
た
規
約
は
、
公
序
に
反
し
無
効
で
あ
る
と
す
る
と
同
時
に
、
「
物
質
的
利
益
の
結
社
に
お
い
て
は
、
一
人
あ
る
い
は
多
数
の
構
成

員
の
た
め
に
他
の
者
を
除
名
す
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
利
己
的
な
目
的
に
よ
る
除
名
の
み
が
裁
判
所
の
統
制

に
服
す
る
と
し
極
ｂ
こ
れ
は
、
そ
の
構
成
員
の
物
質
的
利
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
こ
の
判

（
帆
）

決
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
と
し
、
精
神
的
利
益
が
金
銭
的
利
益
と
同
じ
よ
う
に
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
モ
ラ
ン
ジ
ュ
の
指
摘

に
よ
れ
ば
、
金
銭
的
性
格
を
有
す
る
罰
金
や
除
名
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
性
格
の
制
裁
に
つ
い
て
も
司
法
統
制
は
及
ぶ
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

樋
口
陽
一
「
比
較
憲
法
［
全
訂
第
三
版
旨
（
青
林
瞥
院
、
一
九
九
二
）
七
五
頁
。

」
，
○
富
ご
島
の
『
・
ロ
閉
め
Ｃ
Ｑ
巴
一
・
己
目
←
『
の
己
巨
冒
・
の
一
己
臥
忌
団
・
ロ
・
勺
・
」
・
国
で
・
雷
『
の
←
い
・

滝
沢
正
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
私
人
の
行
政
行
為
」
上
智
大
学
法
学
会
「
上
智
大
学
法
学
部
創
設
二
十
五
周
年
記
念
論
文
集
」
二
九
八

三
）
四
○
三
頁
以
下
。
な
お
、
同
論
文
に
よ
れ
ば
、
前
者
の
例
と
し
て
は
沼
の
干
拓
お
よ
び
洪
水
’
火
災
予
防
を
も
っ
ぱ
ら
活
動
対
象
と
す

る
地
主
組
合
（
、
⑪
の
Ｏ
Ｂ
ｇ
】
・
口
⑩
百
ｓ
８
」
の
：
頁
○
℃
『
昼
巴
『
の
）
や
、
以
前
は
私
法
人
の
一
種
で
あ
る
公
益
認
定
施
設
法
人
と
し
て
認
め

ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
後
の
判
例
，
法
律
に
よ
っ
て
公
施
設
法
人
の
性
格
を
認
定
さ
れ
た
職
業
会
議
所
（
Ｃ
冒
曰
耳
の
ロ
Ｃ
｛
の
⑪
の
。
目
の
］
）
、
そ

し
て
、
専
門
職
同
業
団
体
（
Ｃ
ａ
『
の
耳
・
｛
の
の
、
】
○
月
の
］
）
が
あ
る
。
最
後
の
専
門
職
同
業
団
体
は
同
業
組
合
的
性
格
の
強
い
制
度
で
、
弁
護

士
・
代
訴
士
・
証
券
仲
買
人
等
に
よ
る
裁
判
所
付
属
吏
（
Ｏ
田
○
一
の
『
曰
旨
］
⑪
芯
１
の
］
）
団
体
、
医
師
会
、
歯
科
医
師
会
、
助
産
婦
会
、
薬
剤

師
会
、
獣
医
師
会
、
建
築
士
会
、
公
認
会
計
士
会
、
測
量
士
会
な
ど
多
数
存
在
し
て
お
り
、
争
い
は
あ
る
も
の
の
公
法
上
の
制
度
と
性
格

づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
行
政
的
公
役
務
（
⑪
の
局
ご
旨
の
で
巨
冨
・
且
日
】
。
】
⑪
←
『
巴
】
『
）
を
行
う
も
の
と
し
て
、
害
虫

駆
除
組
合
（
日
○
月
・
曰
の
員
・
の
息
｛
目
ｍ
ｏ
８
ｐ
可
の
」
の
⑩
の
ロ
の
目
】
の
、
』
Ｃ
ｍ
２
」
目
『
の
②
）
が
、
ま
た
商
工
業
的
公
役
務
（
⑪
の
『
ご
』
８
℃
：
］
」
Ｃ

ヨ
目
印
←
１
の
］
の
←
８
日
日
の
Ｒ
】
、
』
）
を
行
う
も
の
と
し
て
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
専
門
職
同
業
団
体
に
つ
き
、
高
宅
茂



琉大法学第65号（2001） 8０

″￣、￣、￣、グー、

１８１７１６１５
，－〆－〆～〆～￣

〆■、￣、〆～－、￣、

１４１３１２１１１０
，－プ～〆～〆～〆、￣

グー、戸■へ戸口、〆へ－－￣、

９８７６５４
－〆￣〆－"～〆－〆､￣

』
・
三
○
『
目
、
の
》
。
ご
・
畳
・
己
・
函
急
・
山
本
・
前
掲
（
９
）
一
○
一
頁
注
（
’
一
一
）
。

』
・
三
○
国
二
ｍ
Ｐ
田
伍
］
｝
す
の
目
か
。
。
■
⑪
⑪
○
○
旨
一
一
○
コ
の
。
□
『
。
』
一
己
ロ
ケ
］
』
ｏ
写
、
■
ぬ
臼
の
七
・
『
可
・

山
本
・
前
掲
（
９
）
九
六
頁
。

山
本
・
前
掲
（
９
）
九
六
頁
。

己
巨
『
の
『
固
の
『
】
一
・
】
白
》
己
・
西
霞
・

□
Ｅ
ご
臼
巴
の
局
．
←
』
◎
」
ご
ロ
，
】
＄
・

」
・
三
Ｏ
Ｂ
二
ｍ
の
６
℃
．
。
】
一
・
・
℃
・
刮
・

」
・
冨
○
『
§
ぬ
の
ｂ
８
】
一
号
］
夢
○
日
目
の
①
一
』
」
ず
の
局
芯
の
ロ
：
』
］
目
の
、
句
・
ロ
・
句
・
』
邉
【
←
。
ｇ
・
『
の
旨
の
の
一
目
四
目
の
ご
←
の
①
》
己
国
含
・

ロ
旨
の
『
四
の
『
・
←
・
］
ｃ
］
》
□
・
』
『
］
．
そ
し
て
、
こ
の
承
認
は
、
コ
ン
セ
ィ
ュ
・
デ
タ
が
与
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
山
本
・
前
掲
（
９
）
一
○

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
専
門
職
同
業
団
体
」
法
時
五
三
巻
五
号
（
一
九
八
一
）
一
○
八
頁
以
下
参
照
。

以
下
の
説
明
は
、
』
・
冨
・
田
口
、
の
》
Ｆ
色
］
』
ず
の
司
誌
・
画
の
ｍ
ｏ
ｇ
ｇ
】
ｏ
口
の
口
号
ｏ
詳
己
：
］
』
、
島
国
月
田
⑩
用
・
ロ
・
句
・
』
召
『
・
ロ
・
路
『
に
負
う
。

』
・
夛
閂
ｏ
局
口
ご
函
の
》
○
℃
’
Ｃ
暮
‐
包
已
，
函
』
⑭
。

』
・
三
○
日
口
ｍ
Ｐ
ｏ
ｂ
。
。
辱
』
巳
・
麗
Ｐ

」
・
三
。
『
色
己
、
の
６
℃
．
。
】
｛
・
も
。
』
＄
・

」
・
三
○
日
。
、
の
６
℃
・
曰
一
・
七
・
麗
画
・

山
本
桂
一
教
授
に
よ
れ
ば
、
同
法
三
条
で
定
め
ら
れ
た
結
社
契
約
の
無
効
事
由
は
特
に
存
在
し
な
く
て
も
同
一
の
結
果
に
な
る
と
い
う
。
な

ぜ
な
ら
ば
「
同
法
は
、
す
で
に
第
一
条
で
非
営
利
社
団
が
そ
の
効
力
に
関
し
契
約
お
よ
び
債
務
に
適
用
さ
れ
る
一
般
原
則
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
る
も
の
と
す
る
か
ら
、
民
法
第
一
一
三
一
条
か
ら
第
一
一
一
一
一
一
一
一
条
ま
で
の
規
定
が
当
然
に
適
用
さ
れ
、
違
法
な
原
因
お
よ
び
目
的
を
も
つ

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
山
本
桂
一
『
フ
ラ
ン
ス
企
業
法
序
説
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
）
九
七
頁
注

（
）
。

-

頁
。
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二■、〆￣、〆戸､グー、〆～－面、〆■、￣へ〆室、〆■、

３２３１３０２９２８２７２６２５２４２３
￣、－グ－〆、－〆、－〆￣デ～〆￣〆、－ン～〆

ゴー、ニー、￣、￣、

２２２１２０１９
－〆－戸、-戸～〆

－、￣、

３５３４
、￣～〆

（
詔
）

グー‐、

３７３６
，－〆、￣

己
巨
こ
の
『
四
の
『
・
←
』
つ
】
も
』
＄
，

」
・
亘
ｏ
Ｂ
ｐ
ｍ
の
６
℃
・
ａ
一
・
七
・
『
⑰
．

』
・
富
。
『
四
目
ｍ
Ｐ
Ｄ
『
巳
一
旦
の
『
ず
。
『
日
ロ
の
①
一
一
岳
の
『
誌
の
ご
■
ケ
］
且
こ
の
め
》
己
・
農
『
・

』
・
富
○
国
ロ
、
の
６
℃
・
曰
一
・
も
・
鷺
『
。
そ
こ
で
は
、
判
例
に
よ
っ
て
、
①
一
定
の
条
件
の
下
で
商
業
活
動
を
行
う
こ
と
、
②
動
産
・
不
動
産
の
出

資
を
う
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
行
政
に
よ
っ
て
は
、
現
実
贈
与
（
］
の
⑪
。
。
。
⑪
日
Ｐ
目
の
］
の
）
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

□
口
こ
の
『
西
】
の
『
・
←
」
ｓ
七
・
弓
］
，

」
・
三
○
『
：
、
の
・
ほ
、
］
】
す
の
『
誌
。
》
Ｐ
⑪
⑪
。
。
』
巴
』
○
口
の
ロ
ー
『
。
』
一
己
皀
丘
一
）
。
「
『
口
月
巴
の
も
。
『
□
・

ロ
ロ
『
の
『
ぬ
］
。
『
》
一
」
ｓ
も
・
弓
］
・
日
ペ
，

』
三
○
『
：
、
Ｐ
□
『
○
一
一
○
の
『
二
・
日
目
の
昌
一
】
ケ
の
『
芯
⑪
目
す
一
一
。
Ｅ
の
⑪
七
・
ｍ
巴
・

］
・
富
ｏ
『
：
、
の
．
■
色
］
」
ず
。
『
芯
」
．
口
⑪
⑩
。
。
】
巴
】
○
コ
の
。
」
『
◎
一
一
℃
昌
一
】
Ｃ
｛
『
口
月
巴
の
も
．
］
←
］
・

」
・
亘
。
『
：
、
の
６
つ
・
Ｑ
Ｆ
も
，
忠
『
・

』
・
三
○
『
ロ
ゴ
、
の
６
℃
。
ｓ
一
・
七
』
筐
・

」
・
三
○
『
■
。
ｍ
の
。
□
・
曰
一
・
七
・
』
筐
・

」
・
三
○
『
Ｐ
己
、
Ｐ
Ｃ
己
・
日
一
・
・
℃
」
造
．

こ
の
点
に
つ
き
、
契
約
説
に
よ
れ
ば
懲
戒
権
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
制
度
説
に
よ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
契

約
説
の
中
に
も
黙
示
の
合
意
の
存
在
を
認
め
て
懲
戒
権
を
肯
定
す
る
見
解
も
あ
る
。

で
］
Ｐ
巳
。
］
『
ｚ
ｏ
－
Ｃ
ｍ
ｏ
ｐ
②
シ
貝
囹
ゴ
。
こ
の
曰
耳
の
］
ｇ
←
Ｏ
」
９
Ｊ
電
車
」
函
］
・

』
・
一
｛
。
『
四
コ
、
Ｐ
Ｃ
己
。
。
芦
・
・
曰
・
画
⑫
①
。

』
・
三
○
『
：
ｍ
Ｐ
ｏ
巳
・
ロ
一
・
七
・
麗
口
ロ
。
←
の
〕
・

』
．
ご
◎
『
②
。
、
の
６
己
．
。
】
ｒ
己
・
腿
①
．

」
・
ニ
ニ
。
『
Ｐ
ご
函
Ｐ
ｏ
で
。
。
津
・
つ
つ
」
《
②
。
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（
“
）

－、￣、

４３４２
－’－グ

戸～￣～

4１４０
，－、－プ

（
豹
）

－，

３８
、－〆

』
・
三
○
３
．
ｍ
の
》
。
□
・
臼
一
・
七
・
四
ち

曰
国
ヴ
ロ
ロ
ロ
］
。
』
ａ
］
○
ｍ
］
、
、
の
甘
の
》
】
⑨
一
ｍ
ｐ
ご
】
閂
】
牢
ミ
。
。
■
凶
・
祠
巴
・
】
】
召
『
・
酉
・
畠
←

』
』
萬
○
『
ｍ
ｐ
ｍ
の
二
。
□
・
ロ
牌
。
ご
ロ
・
函
四
『

Ｑ
ご
・
腱
。
。
←
Ｃ
す
『
の
］
垣
】
か
國
也
・
Ｐ
の
一
・
Ｚ
。
』
」
の
一
の
一
国
の
、
の
旨
。
、
］
皀
巳
。
ｇ
烏
の
薄
口
ご
巳
］
］
の
日
切
口
ロ
ケ
算
片
口
の
貝
》
□
・
］
⑫
］
Ｐ
】
・
農
①

Ｑ
『
・
醤
］
己
。
］
雷
函
．
』
。
。
⑪
←
。
②
】
ご
島
。
こ
○
臣
』
Ｐ
』
』
尉
Ｐ
Ｃ
・
勺
』
忠
画
・
］
“
一
＄

』
』
苫
。
『
色
己
輌
Ｐ
Ｃ
で
。
○
屋
０
割
己
・
画
哩
②

』
・
峯
｛
。
『
勉
口
、
⑨
。
ご
・
○
鳶
・
》
ロ
」
←
『


